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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次
第72期

第2四半期
連結累計期間

第73期
第2四半期

連結累計期間
第72期

会計期間
自　2021年3月 1日
至　2021年8月31日

自　2022年3月 1日
至　2022年8月31日

自　2021年3月 1日
至　2022年2月28日

売上高 (百万円) 17,806 18,514 38,123

経常利益 (百万円) 715 822 2,293

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
(百万円) 280 513 1,490

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 740 △2,913 5,112

純資産額 (百万円) 39,433 39,120 42,917

総資産額 (百万円) 51,696 52,890 56,884

1株当たり四半期（当期）純利益 (円) 13.08 23.95 69.56

潜在株式調整後1株当たり四半期

（当期）純利益
(円) － － －

自己資本比率 (％) 76.2 73.9 75.4

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 14 1,282 1,871

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 173 △2,234 106

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △899 383 △1,816

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
(百万円) 2,025 2,332 2,900

 

回次
第72期

第2四半期
連結会計期間

第73期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自　2021年6月 1日
至　2021年8月31日

自　2022年6月 1日
至　2022年8月31日

1株当たり四半期純利益 (円) 1.00 5.22

（注）1　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

2　1株当たり情報の算定上の基礎となる1株当たり四半期（当期）純利益の算定に用いられた期中平均株式数

は、役員向け株式給付信託が所有する当社株式を控除しております。

3　潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

4　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首か

ら適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

5　第１四半期連結会計期間より、表示方法の変更を行っており、第72期第2四半期連結累計期間及び第72期の主

要な経営指標等について、変更の内容を反映させた組替え後の数値を記載しております。また、当該表示方

法の変更の内容については、「第4　経理の状況　1　四半期連結財務諸表　注記事項（追加情報）（表示方

法の変更）に記載しております。
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2【事業の内容】

　当第2四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について重要な変更はありま

せん。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

　当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

　当第2四半期連結累計期間（2022年3月1日～2022年8月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感

染者数は一時的に拡大したものの、経済活動の正常化が進みました。一方、資源・エネルギー価格の高騰や急激

な円安の進行が企業活動に影響を及ぼしております。

　流通業界におきましては、行動規制の緩和により外出機会が増加したことで個人消費は持ち直しが見られたも

のの、相次ぐ値上げの影響による消費者マインドの冷え込みが懸念され、先行き不透明な状況が続いておりま

す。

　このような状況のなか、当社グループは、第6次中期経営計画2年目となる2022年度におきまして、経営環境の

変化に対し、当社グループの強みを最大限発揮することで、お客様の期待を越える商品・サービスを提供し、更

なる成長を目指してまいります。そして、信頼性の高い企業グループの構築に向けサステナブル経営を実践し、

内部統制機能の強化、株主への利益還元、利益成長に繋がる中長期的投資等を実行することによって企業価値の

向上に取り組んでおります。

　その結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高185億14百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益6

億45百万円（前年同期比50.1％増）、経常利益8億22百万円（前年同期比14.9％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益5億13百万円（前年同期比83.2％増）となりました。また、重要な経営指標として定めているのれん償却

前営業利益は8億93百万円（前年同期比31.7％増）となりました。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

 

（ジュエリー事業）

　ジュエリー事業を展開するエフ・ディ・シィ・プロダクツグループは、50周年限定商品やピアス・ブレスレッ
トをはじめとしたファッションジュエリーが好調に推移いたしました。EC事業も3月にサイトをフルリニューアル
した効果があり、売上高は順調に拡大いたしました。

　その結果、売上高は83億6百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は3億70百万円（前年同期比293.9％増）と

増収増益となりました。

 

（アパレル事業）

　デイリーファッション「パレット」を展開する㈱アージュは、2店舗の新規出店に加え、商品提案力の強化によ

り既存店が伸長したことで売上高は拡大し、営業利益も堅調に推移いたしました。

　アスティグループは、一部で円安や原材料価格高騰の影響を受けたものの、需要回復と主力得意先との取り組

み強化により、売上高は拡大いたしました。

　その結果、売上高は102億7百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益は4億90百万円（前年同期比10.3％減）と

増収減益となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当第2四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、投資有価証券が33億72百万円減少

したこと等により、前連結会計年度末と比較して39億93百万円減少し、528億90百万円となりました。負債は主

に、短期借入金が13億円増加したものの、繰延税金負債が18億18百万円減少したこと等により、前連結会計年度

末と比較して1億96百万円減少し、137億70百万円となりました。純資産は主に、その他有価証券評価差額金が34

億69百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して37億97百万円減少し、391億20百万円となりまし

た。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末と比

較して5億67百万円減少し、23億32百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金の増加は12億82百万円（前年同四半期連結累計期間比

12億68百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益および非資金科目である減価償却費の

計上があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金の減少は22億34百万円（前年同四半期連結累計期間比

24億7百万円減）となりました。これは主に、投資有価証券および固定資産の取得による支出があったことによる

ものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、資金の増加は3億83百万円（前年同四半期連結累計期間比

12億82百万円増）となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出があったものの、短期借入金の増加が

あったことによるものであります。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(5）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

について重要な変更はありません。

 

(6）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

3【経営上の重要な契約等】

　当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年8月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 24,331,356 24,331,356
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数100株で

あります。

計 24,331,356 24,331,356 － －

 

（2）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 
 

 第15回新株予約権

決議年月日 2022年7月7日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役5

新株予約権の数（個）　※ 240（注）1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数（株）　※
普通株式　24,000（注）1

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
1,888（注）2

新株予約権の行使期間　※
2024年8月19日～

2029年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）　※

発行価格　1,888

資本組入額　944

新株予約権の行使の条件　※

　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会

社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。た

だし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由

により、当社又は当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではな

い。

　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項　※
（注）3
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 第16回新株予約権

決議年月日 2022年7月7日

付与対象者の区分及び人数（名）
子会社取締役15

子会社執行役員5

新株予約権の数（個）　※ 289（注）1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数（株）　※
普通株式　28,900（注）1

新株予約権の行使時の払込金額

（円）※
1,888（注）2

新株予約権の行使期間　※
2024年8月19日～

2029年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）　※

発行価格　1,888

資本組入額　944

新株予約権の行使の条件　※

　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会

社の取締役又は執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使すること

ができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員の任期満了によ

る退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員

の地位を喪失した場合はこの限りではない。

　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項　※
（注）3

※　新株予約権証券の発行時（2022年8月18日）における内容を記載しております。

（注）1　新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを

含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整す

るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的

である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2　新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

3　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ

き吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の

直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めることを条件とする。
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(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、欄外（注）1に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。

(5）新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効

力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9）新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年8月31日 － 24,331,356 － 2,486 － 238
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（5）【大株主の状況】

  2022年8月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信

託口）
東京都港区浜松町二丁目11番3号 2,196 10.20

第一生命保険㈱（常任代理人㈱日本カ

ストディ銀行）

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号（東京都

中央区晴海一丁目8番12号）
1,078 5.01

㈱広島銀行（常任代理人㈱日本カスト

ディ銀行）

広島市中区紙屋町一丁目3番8号（東京都中央

区晴海一丁目8番12号）
1,069 4.96

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 781 3.63

４℃ホールディングスグループ共栄会 東京都品川区上大崎二丁目19番10号 779 3.62

㈱伊予銀行（常任代理人㈱日本カスト

ディ銀行）

愛媛県松山市南堀端町1番地（東京都中央区晴

海一丁目8番12号）
739 3.43

㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目8番12号 709 3.29

尾山　嗣雄 広島市 405 1.88

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 375 1.74

㈱日本カストディ銀行（三井住友信託

銀行再信託分・㈱もみじ銀行退職給付

信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番12号 352 1.63

計 － 8,486 39.39

（注）1　４℃ホールディングスグループ共栄会は、当社の子会社と密接な取引関係にある取引先によって結成されて

いる任意の団体であります。

2　上記のほか当社所有の自己株式2,791千株があります。
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（6）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年8月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 2,791,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,475,000 214,750 －

単元未満株式 普通株式 65,356 － －

発行済株式総数  24,331,356 － －

総株主の議決権  － 214,750 －

（注）1　「完全議決権株式（その他）」には、役員向け株式給付信託が所有している当社株式97,100株（議決権971

個）、及び証券保管振替機構名義の株式500株（議決権5個）が含まれております。

2　「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式58株及び当社保有の自己株式68株及び株式

給付信託が所有する当社株式70株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年8月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

㈱ヨンドシー

ホールディングス

東京都品川区上大崎

二丁目19番10号
2,791,000 － 2,791,000 11.47

計 － 2,791,000 － 2,791,000 11.47

（注）　上記のほか、役員向け株式給付信託が所有している当社株式97,100株を、自己株式として表示しております。

 

2【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】

1　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

2　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2022年6月1日から2022年8月

31日まで）及び第2四半期連結累計期間（2022年3月1日から2022年8月31日まで）に係る四半期連結財務諸表につい

て、かなで監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年2月28日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年8月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,900 2,334

受取手形及び売掛金 2,445 2,803

商品及び製品 7,713 7,728

仕掛品 293 226

原材料及び貯蔵品 736 718

その他 813 608

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 14,899 14,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,630 4,592

土地 5,839 5,839

その他（純額） 429 449

有形固定資産合計 10,899 10,881

無形固定資産   

のれん 2,234 1,986

その他 289 358

無形固定資産合計 2,523 2,344

投資その他の資産   

投資有価証券 24,037 20,665

退職給付に係る資産 492 510

その他 4,083 4,124

貸倒引当金 △51 △50

投資その他の資産合計 28,562 25,249

固定資産合計 41,985 38,475

資産合計 56,884 52,890
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年2月28日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年8月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,181 2,281

電子記録債務 738 717

短期借入金 － 1,300

未払法人税等 353 516

賞与引当金 196 198

役員賞与引当金 10 27

資産除去債務 － 28

その他 1,966 2,019

流動負債合計 5,447 7,089

固定負債   

役員株式給付引当金 146 155

退職給付に係る負債 514 519

資産除去債務 1,400 1,348

その他 6,458 4,657

固定負債合計 8,519 6,680

負債合計 13,966 13,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,486 2,486

資本剰余金 7,196 7,189

利益剰余金 31,707 31,314

自己株式 △6,175 △6,148

株主資本合計 35,215 34,842

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,018 4,548

繰延ヘッジ損益 8 50

土地再評価差額金 △233 △233

為替換算調整勘定 1 3

退職給付に係る調整累計額 △117 △117

その他の包括利益累計額合計 7,677 4,250

新株予約権 24 27

純資産合計 42,917 39,120

負債純資産合計 56,884 52,890
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（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第2四半期連結累計期間

(自　2021年3月 1日
　至　2021年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2022年3月 1日
　至　2022年8月31日)

売上高 17,806 18,514

売上原価 8,782 9,353

売上総利益 9,024 9,161

販売費及び一般管理費 ※１ 8,594 ※１ 8,516

営業利益 429 645

営業外収益   

受取利息 39 42

受取配当金 90 100

為替差益 14 5

助成金収入 128 0

その他 20 30

営業外収益合計 293 179

営業外費用   

支払利息 0 0

貸倒引当金繰入額 0 －

保険解約損 2 1

その他 5 0

営業外費用合計 8 2

経常利益 715 822

特別利益   

投資有価証券売却益 － 293

雇用調整助成金 64 －

特別利益合計 64 293

特別損失   

減損損失 183 95

店舗閉鎖損失 － 5

建物解体費用 － 9

休業手当 61 －

子会社整理損 － 7

特別損失合計 244 117

税金等調整前四半期純利益 535 997

法人税等 255 484

四半期純利益 280 513

親会社株主に帰属する四半期純利益 280 513

 

EDINET提出書類

株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621)

四半期報告書

14/27



【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第2四半期連結累計期間

(自　2021年3月 1日
　至　2021年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2022年3月 1日
　至　2022年8月31日)

四半期純利益 280 513

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 457 △3,469

繰延ヘッジ損益 △3 41

為替換算調整勘定 △1 1

退職給付に係る調整額 7 △0

その他の包括利益合計 460 △3,426

四半期包括利益 740 △2,913

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 740 △2,913
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前第2四半期連結累計期間

(自　2021年3月 1日
　至　2021年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2022年3月 1日
　至　2022年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 535 997

減価償却費 426 390

減損損失 183 95

のれん償却額 248 248

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △55 2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2 △13

その他の引当金の増減額（△は減少） △1 25

受取利息及び受取配当金 △129 △142

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） △5 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △293

雇用調整助成金 △64 －

助成金収入 △128 △0

休業手当 61 －

売上債権の増減額（△は増加） 50 △356

棚卸資産の増減額（△は増加） 199 69

仕入債務の増減額（△は減少） △376 79

未払金の増減額（△は減少） △21 △17

未払消費税等の増減額（△は減少） △479 77

前受金の増減額（△は減少） △59 △78

その他の資産の増減額（△は増加） 10 3

その他の負債の増減額（△は減少） △157 103

小計 231 1,191

利息及び配当金の受取額 134 142

利息の支払額 △0 △0

雇用調整助成金の受取額 52 －

助成金の受取額 124 0

休業手当の支払額 △61 －

法人税等の支払額 △853 △399

法人税等の還付額 386 347

営業活動によるキャッシュ・フロー 14 1,282
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  （単位：百万円）

 
 前第2四半期連結累計期間

(自　2021年3月 1日
　至　2021年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2022年3月 1日
　至　2022年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △274 △380

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △2 △119

投資有価証券の取得による支出 △2,029 △2,003

投資有価証券の売却による収入 0 364

投資有価証券の償還による収入 2,000 －

長期貸付金の回収による収入 0 0

長期前払費用の取得による支出 △10 △11

その他の支出 △61 △122

その他の収入 51 39

投資活動によるキャッシュ・フロー 173 △2,234

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 1,300

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △870 △892

その他の支出 △29 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △899 383

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △707 △567

現金及び現金同等物の期首残高 2,732 2,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,025 ※１ 2,332
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益

認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売にお

いて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出

荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

（1）有償支給取引に係る収益認識

従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、買戻契約に該当すると判断さ

れる有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識することとして

おります。

（2）代理人取引に係る収益認識

従来は、一部の取引について、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財

又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額か

ら仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

（3）顧客に支払われる対価等に係る収益認識

従来は、センターフィー等の顧客に支払われる対価に関して、販売費及び一般管理費として処理する方法に

よっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、従来、販売費及び一般管理費と

して処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる商品の配送費用を売上原価として計上する

方法に変更しております。

（4）返品権付きの販売

返品権付きの販売について、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売

上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として「流動負

債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として

「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は79百万円減少し、売上原価は84百万円増加しましたが、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残

高は13百万円減少しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年3

月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい

う）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621)

四半期報告書

18/27



（四半期特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用につきましては、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

 

（追加情報）

（表示方法の変更）

　収益認識に関する会計基準等の適用を契機として、管理方法の見直しを実施した結果、より当社グループの

実態を適切に反映させるため、従来、不動産賃貸収入については「売上高」及び「営業外収益」、不動産賃貸

費用については「販売費及び一般管理費」及び「営業外費用」に計上しておりましたが、第1四半期連結会計期

間より、不動産賃貸収入については「売上高」、不動産賃貸費用については「売上原価」に計上する方法に変

更しております。また、連結貸借対照表上、「投資その他の資産」の「投資不動産（純額）」に計上していた

不動産賃貸事業に関わる固定資産についても「有形固定資産」の「建物及び構築物（純額）」及び「土地」に

計上する方法に変更しております。

　この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組替えております。

　この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「投資不動産賃貸

料」に表示していた36百万円は「売上高」に組替えるとともに、「販売費及び一般管理費」に表示していた231

百万円、「営業外費用」の「投資不動産減価償却費」に表示していた2百万円及び「営業外費用」の「投資不動

産管理費用」に表示していた0百万円は売上原価に組替えております。

　同様に、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「投資不動産（純額）」に表

示していた431百万円は、「有形固定資産」の「建物及び構築物（純額）」84百万円、「土地」347百万円とし

て組替えております。

 

（役員向け株式報酬制度）

　当社は、2018年5月17日開催の第68回定時株主総会に基づき、2018年11月28日より、当社の取締役（監査等委

員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役（社外取締役を除く）、当社の主要グループ子会社の取

締役及び監査役（社外監査役を除く）を対象者（以下、「取締役等」という）とする株式報酬制度（以下、

「本制度」という）を導入しております。

1　取引の概要

　本制度は、当社が設定した信託（以下、「本信託」という）に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原

資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員報酬に係る

役員向け株式給付信託株式給付規程に従って、当社株式を給付する株式報酬制度であります。また、取締役等

が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

2　信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末168百万円、83,926株、当

第2四半期連結会計期間末191百万円、97,170株であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第2四半期連結累計期間

（自　2021年3月 1日
　　至　2021年8月31日）

　当第2四半期連結累計期間
（自　2022年3月 1日

　　至　2022年8月31日）

給与手当 2,332百万円 2,230百万円

賞与引当金繰入額 207  184  

役員賞与引当金繰入額 26  27  

退職給付費用 15  1  

役員株式給付引当金繰入額 25  29  

貸倒引当金繰入額 △2  0  

借地借家料 2,232  2,417  
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※1　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

とおりであります。

 
　前第2四半期連結累計期間

（自　2021年3月 1日
　　至　2021年8月31日）

　当第2四半期連結累計期間
（自　2022年3月 1日

　　至　2022年8月31日）

現金及び預金 2,025百万円 2,334百万円

信託別段預金（注） － △1 

現金及び現金同等物 2,025 2,332 

 

（注）役員向け株式給付信託に属するものであります。

EDINET提出書類

株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621)

四半期報告書

20/27



（株主資本等関係）

Ⅰ　前第2四半期連結累計期間（自　2021年3月1日　至　2021年8月31日）

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年5月27日

定時株主総会
普通株式 870 40.50 2021年2月28日 2021年5月28日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。

 

2　基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月8日

取締役会
普通株式 891 41.50 2021年8月31日 2021年11月12日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当第2四半期連結累計期間（自　2022年3月1日　至　2022年8月31日）

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年5月26日

定時株主総会
普通株式 892 41.50 2022年2月28日 2022年5月27日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。

 

2　基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年10月7日

取締役会
普通株式 893 41.50 2022年8月31日 2022年11月11日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第2四半期連結累計期間（自　2021年3月1日　至　2021年8月31日）

1　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2 ジュエリー事業 アパレル事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 7,931 9,875 17,806 － 17,806

セグメント間の内部売上

高又は振替高
0 74 74 △74 －

 計 7,931 9,949 17,881 △74 17,806

セグメント利益 94 547 641 △211 429

（注）1　セグメント利益の調整額△211百万円には、のれん償却額△248百万円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△244百万円、セグメント間取引消去額282百万円が含まれております。なお、全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　記載すべき重要な事項はありません。

 

Ⅱ　当第2四半期連結累計期間（自　2022年3月1日　至　2022年8月31日）

1　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2 ジュエリー事業 アパレル事業 計

売上高      

顧客との契約から生じる

収益
8,270 9,788 18,058 － 18,058

その他の収益 36 419 455 － 455

外部顧客への売上高 8,306 10,207 18,514 － 18,514

セグメント間の内部売上

高又は振替高
0 61 61 △61 －

 計 8,306 10,269 18,575 △61 18,514

セグメント利益 370 490 861 △215 645

（注）1　セグメント利益の調整額△215百万円には、のれん償却額△248百万円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△265百万円、セグメント間取引消去額297百万円が含まれております。なお、全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3　その他の収益は、不動産賃貸収入であります。

 

2　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　記載すべき重要な事項はありません。
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3　報告セグメントの変更等に関する事項

　（追加情報）（表示方法の変更）に記載のとおり、従来、不動産賃貸収入については「売上高」及び

「営業外収益」、不動産賃貸費用については「販売費及び一般管理費」及び「営業外費用」に計上して

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、不動産賃貸収入については「売上高」、不動産賃貸費用

については「売上原価」に計上する方法に変更しております。前第２四半期連結累計期間のセグメント

情報についても組替え後の数値を記載しております。当該変更により、組替え前に比べて「ジュエリー

事業」の売上高は36百万円増加、セグメント利益は33百万円増加しております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであり

ます。

 

（1株当たり情報）

　1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
　前第2四半期連結累計期間

（自　2021年3月 1日
　　至　2021年8月31日）

　当第2四半期連結累計期間
（自　2022年3月 1日

　　至　2022年8月31日）

(1）1株当たり四半期純利益 13.08円 23.95円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 280 513

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
280 513

普通株式の期中平均株式数（株） 21,425,904 21,439,768

（注）1　株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式給付信託に残存する自社の株式は、1株当た

り四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり

四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第2四半期連結累計期間61,407株、

当第2四半期連結累計期間81,574株であります。

　　　2　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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2【その他】

　第73期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）中間配当については、2022年10月7日開催の取締役会において、

2022年8月31日の最終株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議しまし

た。

①　配当金の総額 893百万円

②　1株当たりの金額 41円50銭

③　支払請求権の効力発効日及び支払開始日 2022年11月11日

（注）　配当金の総額には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれておりま

す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

 2022年10月13日
 

株式会社ヨンドシーホールディングス
 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 
　か な で 監 査 法 人

　東 京 都 中 央 区
 

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 白井　正

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 松浦　竜人

 

監査人の結論 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ヨンドシーホールディングスの2022年3月1日から2023年2月28日までの連結会計年度の第２四半

期連結会計期間（2022年6月1日から2022年8月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年3月1日か

ら2022年8月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨンドシーホールディン

グス及び連結子会社の2022年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期

間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半

期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

その他の事項 

会社の2022年2月28日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人に

よって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して

2021年10月7日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2022年5月24日付

けで無限定適正意見を表明している。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結

財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。 
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立

の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ

ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の

四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、

我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示

されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結

財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を

入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責

任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー

上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽

減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以上 

（注）1　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

2　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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